
市政通信

広報いわくら　令和7年4月号7

　物価高騰に対する生活支援と防犯・防災意識を高めることを目的として、防犯・防災対策を実施する市民が購入・
設置した費用に対し補助金を交付します。購入・設置を検討する人は、上記問合先まで相談してください。

防災
防犯

●問合先　協働安全課防災安全グループ (☎ 38-5831)

●申請期間　４月１日㈫～ 12月 31日㈬（※予算がなくなり次第締切）
●補助金額　購入および設置に係る費用の３分の２の額（1,000 円未満切捨て）上限 50,000 円
●対象　　　次の要件を全て満たす人（１世帯１回限り）
　　　　　　①市内在住の人　②市税等の滞納が無い人　③転売を目的としない人

共
通
事
項

●現に居住する住居に設置する感震ブレーカー
●災害用トイレ（簡易トイレ・トイレ処理剤など）
●非常用電源（発電機・AC出力ができるポー
タブルバッテリーなど）
●現に居住する住居に設置する家具転倒防止
器具
※水や食料品などの備蓄品は対象外

●対象品目　令和７年４月１日以降に購入・設置したもので、次のいずれかに該当するもの

●住居等の玄関および勝手口等の出入口の錠を交換し、
または補助錠、ガードプレート等を取り付けること。
●窓ガラス等を防犯ガラスに交換し、または防犯フィ
ルム、格子等を取り付けること。
●住居等に防犯カメラまたはセンサーライトを取り付
けること。
●自家用車両に盗難防止装置等を取り付けること。
●住居等の敷地内に玉砂利等を敷くこと。
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物価高騰生活応援の補助金物価高騰生活応援の補助金
　　　　　　　　についてお知らせします　　　　　　　　についてお知らせします最大50,000円

新しく下水道が使用できる区域

Ｎ

令和８年４月１日から下水道が使用できる予定の区域

令和７年４月１日から下水道が使用できる区域

Ｎ

新しく下水道が使用できる区域

令和８年４月１日から下水道が使用できる予定の区域

令和７年４月１日から下水道が使用できる区域

　
当
面
の
整
備
計
画
や
指
定
工
事
店
一
覧
、

下
水
道
の
排
水
整
備
工
事
を
行
う
場
合
の
資
金

の
融
資
あ
っ
せ
ん
要
件
等
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新しく下水道が使用できる区域

　４月１日から神野町、石仏町、大地町の各一部の区域で新たに下水
道が使用できるようになります。
　区域内に家屋を所有する人で、浄化槽をお使いの場合は、速やかに
下水道への接続工事（排水設備工事）をしてください。くみ取り便所
をお使いの場合は、下水道が使用できる区域になってから３年以内に
水洗便所に改造し、下水道への接続工事をしてください。
　また、既に下水道が使用できる区域の人で、下水道への接続工事を
していない場合は、速やかに工事を行ってください。

　下水道整備区域内に土地を所有している人は、
負担金が賦課されます。
　対象区域の土地を所有している皆さんへ下水道
事業受益者申告書を送付しますので、必要事項を
記入のうえ提出してください。ただし、その土地
が、地上権、質権、使用貸借または賃貸借による
権利がある場合は、その権利者が対象となります。

下水道が使用できる区域が広がります

令和 7年 4月 1日から下水道が使用できる区域
令和 8年 4月 1日から下水道が使用できる予定の区域

受益者負担金が賦課されます
●問合先　上下水道課下水道グループ （☎ 38-5815）

五条川小学校

史跡公園
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　いよいよ新学期が始まるこの時期、新たな環境の中で児童が登下校等で交通事故に遭うリスクが高まります。
　特に小学 1年生は、期待と不安の中、保護者の手を離れて「一人歩きデビュー」します。この機会に交通事
故防止についてこどもたちに教えること、ハンドルを握る皆さんがすべきことについて考えてみませんか？

小学生の歩行中の交通事故
(死者・重傷者数 )

 新学期！
 こどもたちを交通事故から守ろう！

　こどもたちが交通ルールを守るために、家庭でも交通安全に
ついて教えてあげることが必要です。
横断歩道や見通しの悪い交差点などでは、
●「一旦、立ち止まる」「左右を確認」「車がちゃんと停止した
のを確認」
●自転車に乗る時は必ず「ヘルメット」を着用する
など、自分自身を守る行動を習慣化させることが大切です。

～こどもたちに教えること～

　こどもを見かけた時は、突然、道路に飛び出す場合もある
と考え、減速したり、こどもとの間隔をあけたり、一時停止
するなど気配り運転しましょう。

～ハンドルを握る皆さんがすべきこと～

春の全国交通安全運動４月６日㈰～ 15日㈫

令和元年～ 5年統計 (警察庁 )

●問合先　協働安全課防災安全グループ (☎ 38-5831)
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2.9 倍！！

旧優生保護法によるこどもができなくなる手術などをうけた人
やおなかの中の赤ちゃんをうめなくされた人とご家族へ

●問合先　愛知県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
　　　　　（☎ 052-954-6009　FAX　052-954-7493　メール kokoro@pref.aichi.lg.jp）

お金をうけとることができる人・うけとるお金

こどもができなくなる手術などをうけた人→ 1,500 万円
こどもができなくなる手術などをうけた人の結婚相手→ 500万円
※本人が亡くなっている場合にはその家族がうけとることができます。

補償金

優生手術等一時金

人工妊娠中絶一時金

こどもができなくなる手術などをうけた人→ 320万円
※補償金をうけた場合もうけとることができます。

おなかの中の赤ちゃんをうめなくされた人→ 200万円
※優生手術等一時金をうけた場合はうけとることができません。

まずは愛知県の窓口に相談しましょう。希望があれば弁護士が無料でお手伝いします。
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岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が始まります！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が始まります！令和7年4月1日開始

　性的少数者をはじめ、さまざまな事情によって婚姻制度や養子縁組制度を利用できないことから、悩みや生きづら
さを抱える市民が、パートナーシップやファミリーシップの関係にあることを市に宣誓し、市がその宣誓書を受理し
たことを証明することにより、少しでも生きづらさを和らげるとともに、市や愛知県のさまざまな行政サービスを利
用できるようになる制度です。詳しくは、市のホームページをご覧ください。

パートナーシップってパートナーシップって ファミリーシップってファミリーシップって
　婚姻関係にある夫婦と同じく、お互いを人生のパートナーとして尊
重し、相互に責任をもって協力すると約束した２人の関係のことです。
　２人の性別は問いません。同性同士や事実婚の場合も利用できます。

　パートナーシップにある２人以外にこども
や近親者（３親等内）などを含めて、家族で
あることを約束した関係のことです。

制度の開始に合わせ、性の多様性への理解を深めるための講演会を行います

ＬＧＢＴＱ＋講座　当事者から聞くライフヒストリーＬＧＢＴＱ＋講座　当事者から聞くライフヒストリー

●問合先　協働安全課市民協働グループ (☎ 38-5803)

●とき　５月 20日㈫午後２時～４時　●ところ　生涯学習センター　研修室１・２
●講師　NPO法人ASTA
●内容　・LGBTQ+についての基礎知識講義
　　　　・ライフヒストリー
　　　　　（当事者やその家族がこれまでに経験したことや、そこから感じたことなど）
●定員　50人程度
●申込　上記問合先に電話または右記二次元バーコードから ▲申込フォーム

？？？？

　地域活動者同士の交流を通じて地域のつながり強
化や団体活動の活性化を図ることを目的に、地域活
動を行う人たちの交流・つながりづくりの場を作り
ます。

●とき　４月 19日㈯午前 10時～正午
●ところ　ふれあいセンター３階視聴覚室兼研修室
●参加費　無料
●申込　不要
●対象　地域活動団体に参加している、またはこれ
から参加してみたい市内在住の人
●その他　途中入退室可　

地域つながりカフェ
をはじめます

●問合先
福祉課社会福祉グループ (☎ 38-5830)
岩倉市社会福祉協議会 (☎ 37-3135)

　里帰り先での産後ケア事業利用費用
　　　　　　の一部を助成します

●問合先
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎ 37-3511）

●対象
　産後ケア利用日に岩倉市に住民票がある産後４カ
月未満（訪問型は産後１年未満）の母親とその乳児
で、岩倉市の産後ケア事業委託施設以外で産後ケア
を必要とする人
●助成内容
　４月１日利用分から岩倉市が定める金額を上限と
して利用費用を助成（償還払い）
●利用手続
　事前に保健センターに産後ケア事業利用申請をし
てください。
※詳しくは、4月１日以降に市ホームページをご覧
ください。
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ゼロカーボン推進ゼロカーボン推進
      ショートムービーコンテスト      ショートムービーコンテスト

入賞作品を発表します！入賞作品を発表します！

　地球温暖化の問題に理解を深め、行動につなげることを目的に、環境にやさしい取組を紹介するショートムービー
を募集したところ、全 10作品の応募があり、厳正な審査の結果、以下のとおり入賞作品が決定しました。
　応募いただいた全ての作品は、市公式YouTubeチャンネルで公開しています。ぜひご覧いただき、「環境にやさしい」
ライフスタイルにつなげましょう！

～入賞作品～
最優秀賞 優秀賞 優秀賞 い～わくん特別賞

カエサル・ルシファー・サタン
さんの作品

大野城さんの作品 FROG MANさんの作品 い～わくんとお友だちさんの作品

　また、入賞者への賞品として、以下の市内事業所から協賛をいただきました。
心より感謝申し上げます。
●石塚硝子株式会社　●ミヨシ油脂株式会社（順不同、敬称略）

市公式 YouTube ▶

●問合先　環境政策課さくら・川・環境グループ（☎ 38-5808）

【ゼロカーボンのすゝめ！　～市役所・事業所編～】
特選受賞祝

●問合先　環境政策課さくら・川・環境グループ（☎ 38-5808）

　2050 年までに二酸化炭素の総排出量実質ゼロをめざす
「ゼロカーボンシティ」の実現にむけて、市職員だけでなく、
市民、事業所の方々に、地球温暖化について自分事として
感じられたり、共感を得られたりすることで、ゼロカーボ
ンの取組を促進するため作成しました。　
　キャストは市職員 !!　演技は初めてながら、がんばりま
した！　市役所・事業所編ですが、家庭で取り組めること
もいっぱい。ちょっといい未来のために、さあご一緒に！！

愛知県広報コンクール（映像部門）

　愛知県広報コンクールの映像部門で、　岩倉市の作品【ゼロカーボンのすゝめ！　～市役所・事業所編～】
が最高賞の「特選」に選ばれました！

◆【ゼロカーボンのすゝめ！　～市役所・事業所編～】

こちらから視聴できます▶


